
学則変更の趣旨等を記載した書類 

 

ア 学則変更（収容定員変更）の内容 

香川大学医学部医学科の平成 20 年度以降の入学定員については、平成 21年度に「経

済財政改革の基本方針 2008」に基づく５名の恒久定員増及び「緊急医師確保対策」に基

づき平成 29 年度までの期限を付した５名の臨時定員増を、平成 22 年度に「経済財政改

革の基本方針 2009」に基づき平成 31 年度までの期限を付した７名の臨時定員増を、ま

た、平成 24 年度及び平成 25 年度に「新成長戦略」に基づき平成 31 年度までの期限を

付した各１名の臨時定員増を実施した。 

平成 21 年度に実施した平成 29 年度を期限とする５名の入学定員について、平成 30

年度の「新成長戦略」等を踏まえ、地域の医師確保等の観点から、平成 31 年度までの

期限を付した５名の地域枠として再度の臨時定員増を実施することで、平成 31 年度を

期限とする 14名（「緊急医師確保対策」に基づく５名並びに「経済財政改革の基本方針

2009」及び「新成長戦略」に基づく９名）の臨時定員増を実施した。 

平成 31 年度においては、平成 30 年６月 15 日の閣議決定「経済財政運営と改革の基

本方針 2018」を踏まえ、地域の医師確保等の観点から、平成 31 年度までに認可を受け

た臨時的な定員数から２年間を通じて地域枠の学生を確保できていない定員数を減じ

た数を上限として入学定員増を行い、令和３年度を期限とする 14 名の臨時定員増を再

度実施した。引き続き令和４年度、５年度及び６年度においても、暫定的な維持として

１年ごとに 14名の臨時定員増を実施した。 

また、令和７年度においても、「令和７年度の医学部臨時定員の暫定的な維持につい

て（通知）」（令和５年 11 月 27 日付 文部科学省高等教育局長、厚生労働省医政局長通

知）により、「令和７年度末まで１年間延長する」ものとされ、11 名の臨時定員増を実

施し、令和７年度入学定員を、臨時定員増を行わなかった場合の 95 名から 106 名に変

更する。これに併せて、収容定員についても臨時定員増を行わなかった場合の 595 名か

ら 606 名に変更する。  

 

 

イ 学則変更（収容定員変更）の必要性 

医療は国民生活に欠くべからざるものであり、誰もがいずれの地域にあっても必要な

医療を受けられ、また地域医療に従事する医療従事者が働きがいを感じる医療の現場を

実現していくことが必要である。 

香川県においては、へき地医療を担う医師や産婦人科と麻酔科などの医師数が全国平

均を下回っており、どこでも、適切な医療を享受できる体制を一層整備する必要がある。 

政府の「地域の医師確保等の観点からの医学部入学定員の増加について」に基づき「地

域の医療が改善されたと実感できる」実効性のある策を講じて地域医療の向上に寄与す

るため、医学部医学科の入学定員を令和７年度は 11 名増員する。同時に、学生を卒業

後、地域に定着させるための大学の取組として、地域医療に貢献するマインドを持った
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医師を養成するための教育プログラムを一層整備する。併せて、卒業生による地域医療

への貢献を促進するための取組を実施する。 

 

ウ 学則変更（収容定員変更）に伴う教育課程等の変更内容 

【地域医療を担う医師の養成に関する取組の変遷】 

①１年次の授業科目「医学概論」において、香川県立中央病院へき地医療支援セ

ンター医師による講義「医療と地域社会」を実施している。また、「医療プロフ

ェッショナリズムの実践」では、山間部医療、在宅医療について、学外の医師

から実践的な講義を実施している。平成 24 年度からは地域の医療機関、老人保

健施設、福祉施設等にて見学実習を実施している。 

②２年次の授業科目「患者との出会い」（令和３年度より新設）において、外来

診療の見学等、低学年より患者と接するための実習を実施している。原則、附

属病院での実習を予定しているが、将来的には県内の医療機関での実習も検討

している。 

③３年次の授業科目「臨床総論講義」において、坂出市立病院副病院長による講

義「地域に根ざした中核病院・優れた医療人をつくる研修病院を目指して」を

実施している。 

④４年次の授業科目「衛生学」において、香川県環境保健研究センター等にて地域保

健医療の見学実習を実施している。また、「公衆衛生学」おいて、地域医療に関す

る講義や行政機関での体験学習や訪問調査等を実施している。 

⑤香川大学医学部附属病院地域医療教育支援センター（平成22年 7月設置）により、平成

23年度から４・５年次の医学実習Ⅰの中で、地域医療臨床実習を１週間実施している。

これは、県内の地域医療の基幹となる医療機関での実習であり、当初６医療機関で開始

されたが、現在は20医療機関の協力を得て実施している。また、医学実習Ⅱは、実習期

間を平成30年度から12週を 27週とし、５・６年次にまたがる必修科目となっており、

地域医療等の病院での地域医療臨床実習は、３週間の選択から必修へ変更し、当初３医

療機関で開始されたが、現在は16医療機関の協力を得て実施している。これ以外にも、

附属病院総合診療科をはじめとした臨床系講座が、県内の病院、診療所での実習を実施

している。 

⑥香川大学医学部附属病院卒後臨床研修センター（平成 15 年４月設置）に専任教

員を配置し、研修環境やシステムの充実、研修医のニーズに応じた自由度の高

い研修プログラムを提供している。 

⑦香川大学医学部附属病院卒後臨床研修プログラムでは、２年目に研修医全員が

３ヶ月以上最長１年の期間、県内の協力型病院にて研修し、卒後臨床研修を通

じて地域医療に貢献している。 

⑧香川大学医学部附属病院卒後臨床研修センターが中心となり、香川県での地域 

密着循環型の卒後臨床研修及び専門医研修のシステムに関する説明会を、在学 

生には低学年から定期的に実施している。 
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⑨平成 24 年度に策定された「新地域医療再生計画」に基づき、香川県及び県内

の自治体等から「地域連携精神医学講座」「地域医療再生医学講座」「自治 

体病院支援・推進医学講座」「地域医療連携医学講座」「循環器・腎臓疾患地 

域医療学講座」「肝・胆・膵内科学先端医療学講座」の地域医療に関連する寄 

付講座が開設され、より充実した地域医療教育が可能となった。また、令和 6 

年度に新たに「地域医療総合医学講座」を設置し、医師の地域偏在、診療科偏 

在を解消するため、医師少数区域等への医師配置に向け、地域枠学生・地域枠医師に 

対する教育・サポートや推奨 6診療科（内科、外科、救急科、産婦人科、小児科、総 

合医）への誘導の強化、医師不足地域への地域枠医師の派遣調整の実施とともに、医 

師少数区域等の医療機関で活躍が見込まれる総合診療医の育成・確保を図る。 

⑩香川県と連携し、在学中の修学生に対し、香川県内の地域医療の現場を地域住民と触

れ合いながら学べる機会（地域医療スピリット）及び地域医療教育支援センター教員・

県内の地域医療従事者・義務年限中の医師等を講師として、セミナーを各学年１回/年

（学年別セミナー）を提供している。 

⑪令和５年度から新たに、１～４年次を対象に、学年毎に年 2－3 回地域医療マインド醸

成のため地域医療やその周辺に関することをテーマについての地域医療ワークショッ

プを実施している。 

⑫令和５年度から新たに、香川県における総合診療医の育成及び増員を図ることを目的

とし、県内の総合診療専門研修基幹病院４病院にて持ち回りにて、学術集会（Sanuki 

GM Conference）を実施している。 

⑬令和４年度「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」（４大学（岡山主幹・

香川・鳥取・島根）連携）が採択された。これは主に地域枠学生を対象としたプログ

ラムで、各大学の強みとそれぞれの地域の特色を掛け合わせ、7 年間をかけてその時々

の要請を機敏に取り入れてプログラム内容を変化できる地域枠教育プログラムの構築

と教育拠点の形成を実現する。これにより、卒後に地域医療への従事を強く志向し地

域が求める優れた医療を提供できる医師を確実に養成できる。 

 令和５年度には、４年次を対象に地域医療特別プログラム、地域枠学生対象のキ

ャリアデザインシミュレーションを実施した。令和６年度は対象者を４年次全員に

広げたキャリアデザインセミナーとして実施し、更なる地域医療マインドの醸成を

図る。 

⑭地域枠学生対象に、制度の説明や義務年限を果たしている医師の経験談、総合診療専

門医、地域医療を担っている病院医師の話を聞ける機会を設けることで、総合診療に

興味を持つ学生たちも増えている。今後この方面に進んだ医師たちの受け皿について

以下のとおり具体的に検討している。 

(1)総合診療専門医養成のプログラムを県内で統一検討（令和 6 年から開始予定）。 

(2)自治医大卒業の医師たちとの交流も深め、義務年限を果たした後の拠り所として大

学総合内科を拠点とし機能させる。 
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